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　本日１１月３日、相馬野馬追執行委員会は令和 ６年度以降の相馬野馬追について、従来「７
月最終土日月曜日」としていた開催日程を「５月最終土日月曜日」とする旨、決定致しました。

　相馬野馬追関係者はもとより、多くの方々のご議論とご尽力により、様々な調整を要しながら
も、慎重、かつ迅速に開催日程の変更を決定できたことにつきまして、まずは御礼を申し上げます。

　相馬野馬追執行委員会では、令和５年２月に開催された総会において、近年の温暖化による人
馬への影響を考慮し、開催日程の変更について検討を進める旨、決定しておりました。
　その上で、散水車の配置等を含め、暑熱対策を講じましたが、残念ながら本年の相馬野馬追の
中で、２頭の馬の尊い命が失われてしまったことについては、今回日程の変更が決定された中に
あっても、忘れてはならない事実だと考えております。

　改めまして、本年亡くなられた２頭の馬に対し御冥福をお祈りするとともに、新たな日程にお
ける相馬野馬追が人馬にとってより良い環境下で開催されるよう努力してまいります。
　馬と共に継承してきた伝統行事の主催者としての責任を果たすべく、今後も取りうる改善策に
つき、不断の努力を続けてまいりますので、引き続き、相馬野馬追の継承と安全な執行にご理解
を賜りますよう、宜しくお願い致します。


